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日時：2022 年 6 月 26 日（日）午前 11 時～ 

会場：川崎市子ども夢パーク 多目的ホール 

（オンライン併用） 

 

 
  



次   第 

 

司会 金田 一恵 

 

１．開会の言葉         宮越 隆夫 

 

２．代表 あいさつ       山田 雅太 

 

３．議事 

2021 年度事業報告（案）      

2021 年度決算（案）・監査報告  

規約の改正について（案）    

役員の改選について（案）    

2022 年度活動計画（案）   

2022 年度予算（案）  

 

４．その他 

 

５．閉会の言葉         田中 眞喜男 

  



2021 年度活動報告 

 

１ 事務局会の開催（毎月 1 回）zoom 会議 

 ・毎月 1 回、またそれ以外にも必要に応じて事務局会を開催しました。 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、原則 zoom を利用したオンライン会議を

開催した。 

 

２ 子どもの権利条約フォーラム 2021in かわさきの開催 

 ・4 月から 12 月まで原則月に 1 回（10 月は２回・11 月は開催なし）、会場（夢パー

ク）と zoom を利用したオンラインを併用し、市内の個人や団体が中心に構成される

実行委員会を開催しました。 

 ・8 月 22 日に実施予定だったプレフォーラムは、緊急事態宣言の延長のため、子ども

グループと検討した結果、10 月３日に延期とし、さらにオンラインでの開催に変更に

なりましたが、グループワークの際にも子どもたちがそれぞれにホスト役を務め、参

加した子どもやおとなと意見交流することができた。 

 ・11 月６日には全体会、７日には分科会（午前と午後・展示 計 23 分科会）を３会場

で行い、閉会式は 2 会場にて行いました。全体を通して、参加者がオンラインでも参

加できるよう、川崎市 PTA 協議会や NEC にも協力いただきながら、オンラインと会

場との併用開催に努めた。（詳細の報告については、子どもの権利条約フォーラム

2021in かわさき HP の報告書を参照ください） 

 

３ その他の活動 

・条例制定秘話の本の発刊・発売（6 月 29 日） 

  2018 年より 4 回に分けて開催した、「子どもの権利条例制定秘話パート１～４」を、

書籍化し、発刊・発売いたしました。 

・教職員組合・教職員会館が実施している「市民講演会」などに講師派遣をしました。 

  



  



かわさき子どもの権利フォーラム 新会則 
 

（名称及び事務所） 

第１条 この会は，「かわさき子どもの権利フォーラム」と称する。 

２ この会の事務所は，神奈川県川崎市に置く。 

 

（目的） 

第２条 この会は，子どもの権利・条例を実現するための活動を行い，川崎市における子ど

も支援に寄与することを目的とする。 

 

（会員） 

第３条 この会の会員は，次の２種類とする。 

(1) 正会員は，この会の目的に賛同し入会した者とする。 

(2) 賛助会員は，この会の事業を賛助するために入会した者とする。 

 

（入会及び退会） 

第４条 会員として入会しようとする者は，会費の納入をもって入会とする。 

２ 会費未納が 2 年続く者又は申し出により、退会とする。  

 

（会費） 

第５条 会員は，以下に定める年会費を納入しなければならない。 

(1)正会員   ５０００円 

(2)賛助会員  ３０００円 

 

（役員及び事務局） 

第６条 この会に役員、事務局を置く。 

２ 役員は代表 1 名、副代表２名、事務局長 1 名、会計２名、監査 2 名とする。 

3 事務局は、事務局長 1 名、事務局次長 2 名、事務局員若干名で構成される。  

４ 顧問を置くことができる。 

５ 役員は、会員の互選により選出する。 

  

（職務） 

第７条 代表は，この会を代表し，その業務を統括する。 

２ 副代表は，代表を補佐し，これに事故があるとき，又は欠席の時は，その職務を代行す

る。 

３ 事務局長は、本会の事務全般を担当する。 

４ 事務局次長は、事務局長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職

務を代行する。 

５ 事務局員は、事務作業についてこれを助ける。 

６ 会計は、本会の出納事務を担当する。 

７ 監査は，会の業務および財産の状況を監査する。 

８ 顧問は、会の運営に対して助言を与える。 

 

（解任） 

第８条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは，役員の議決により，これを解任する

ことができる。 

(1) 心身の故障により，職務の執行に堪えられないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反，その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 



 

（総会） 

第９条 この会の総会は，正会員を持って構成し，年に１回開催するものとする。ただし，

正会員の半数の求め又は代表が必要であると認めたときは臨時に開催できるものとする。 

２ 総会は，以下の事項について議決する。 

(1) 会則，事業等の変更 

(2) 解散 

(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更 

(4) 事業報告及び収支決算 

(5) 役員の選任又は解任 

(6) その他会の運営に関する重要事項 

３ 総会は，正会員の過半数の出席がなければ，開会することができない。 

４ 総会の議事は，出席した正会員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。 

 

（議事録） 

第１０条 総会及び事務局会議の議事については，議事録を作成する。 

 

（役員会） 

第１１条 役員会は、役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。 

 

（事務局会議） 

第１２条 事務局会議は役員、事務局員及び顧問をもって構成する。 

２ 事務局会議は，総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しな

い業務の執行に関し，議決する。 

 

（事業年度） 

第１３条 この会の事業年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 

 

（委任） 

第１４条 この会則の施行について必要なことがらは，代表が事務局会議の承認を経て別に

定める。 

  

（会則の変更） 

第１５条 この会則は，総会において，出席者の過半数の承認がなければ変更できない。 

 

附 則 

 この会則は、２０１７年８月２０日より施行する。 

 

附 則 

この会則は、２０２２年６月２６日より施行する。 

  



2022 年度活動計画 
 

１． 事務局会議の開催（月 1 回程度）※オンライン会議を含む 

 

２． 子どもの権利に関する講演会の開催 （年 2 回程度） 

・こども基本法やこども家庭庁の勉強会 

など 

 

 

３． 講師派遣 

・子どもに関わる施設や、市民館などの講座への講師派遣 

・教職員組合及び教職員会館による講演会への講師派遣 

など 

 

 

４． かわさき子どもの権利ネットワーク会議の構築 

・子どもの権利条約フォーラム 2021in かわさきの開催に関わった市内団体など

との情報共有 

など 

 

 

５． ホームページ・SNS による広報・啓発活動 

・ホームページをリニューアルし、子どもの権利情報を発信していく 

・SNS を活用し、多世代に情報発信する体制を整える 

 

 

６． 子ども参加を支えるためのコーディネーター養成講座 

・市内の子ども参加の支え手のスキルアップを支援する 

 

 

７． 子ども参加に関するシンポジウム等の開催 

・全国の子ども参加団体等と川崎の子どもの実践交流を加えたシンポジウムなど

の開催 

など 

 

 

８． 子どもの権利条約フォーラムの参加 

    ・沖縄大会への参加※オンラインを通した参加も含む 

 

９． 子どもの権利の日の集い事業への参加 

  ・毎年開かれる子どもの権利の日の集いについて、運営を含めた事業参加を行う 

 

  



 

 

 

 



2022 年度 かわさき子どもの権利フォーラム 

役員・事務局員 

 

 

 

代表：西野 博之 

 

副代表：宮越 隆夫・田中 真喜男 

 

事務局長：前川 友太 

 

事務局次長：山本 純慈・大城 英理子 

 

事務局員：畔柳 努・内田 塔子・大田 祈子 

     羽鳥 祥子・山田 洋志 

 

会計：圓谷 雪絵・金田 一恵 

 

監査：喜多 明人・荒牧 重人 

 

顧問：山田 雅太 


